
（平等割額）　　＝　　8,000円

医療分合計
＝ 84,810円　＋　30,000円　+　8,000円 ≒

122,800円

（均等割額）　　＝　　４人　　×　　7,500円　　＝　　30,000円

Ｆ ＝ 8,000円

②
（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ） （100円未満切り捨て）

平等割額

× 3.3%

（所得割額）　　＝　　（300万円-43万円）　　×　　3.3％　　＝　　84,810円

Ｅ ＝ 被保険者数 × 7,500円

Ｄ 所得割 ＝
世帯の課税標準額の合計

（被保険者の合計所得からそれぞれ43万
円を控除した額の合計）

均等割額

①

10.0%

19,900円

②支援金分の計算（後期高齢者医療制度加入者の医療費にあてる分）

均等割額

（被保険者数に応
じた額）

Ｂ

所得割額

（被保険者の前年
所得に応じた額）

Ａ

医療分合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

＝ 257,000円　＋　79,600円　+　21,600円 ≒
358,200円

（100円未満切り捨て）

（均等割額）　　＝　　４人　　×　　19,900円　　＝　　79,600円

＝ 21,600円

（平等割額）　　＝　　21,600円

平等割額

（１世帯あたりにか
かる額）

Ｃ

＝ 被保険者数 ×

×

（所得割額）　　＝　　（300万円-43万円）　　×　　10.0％　　＝　　257,000円

◎国民健康保険税の計算方法と計算例

①医療分の計算（74歳未満の方の医療費にあてる分）

＝
世帯の課税標準額の合計

（被保険者の合計所得からそれぞれ43万
円を控除した額の合計）

夫（世帯主 44歳 営業所得300万円）、妻（39歳 所得０円）、子２人（18歳以下の学生で所得０円）の
４人世帯（４人全員国保加入）の計算例



世帯の課税標準額の合計

＝ 66,820円　＋　9,000円　+　5,300円

平等割額 ＝ 5,300円

（平等割額）　　＝　　5,300円

③介護分の計算（介護費にあてる分）※40歳以上65歳未満の方のみ対象

医療分合計
≒

81,100円
③

（G＋H＋I） （100円未満切り捨て）

9,000円

（均等割額）　　＝　　１人　　×　　9,000円　　＝　　9,000円

I

　本計算例の場合、40歳以上65歳未満の方は夫のみですので、介護分は１名分のみ計算します。

G 所得割 ＝ × 2.6%
（被保険者の合計所得からそれぞれ43万
円を控除した額の合計）

（所得割額）　　＝　　（300万円-43万円）　　×　　2.6％　　＝　　66,820円

H 均等割額 ＝ 被保険者数 ×



※18歳に達する日以後最初の３月31日までの加入者は、子ども分の均等割額を全額軽減します。

④子ども分の計算（子育て支援にあてる分）

（被保険者の合計所得からそれぞれ43万
円を控除した額の合計）

J 所得割 ＝
世帯の課税標準額の合計

× 0.38%

L 平等割額

（平等割額）　　＝　　800円

（所得割額）　　＝　　（300万円-43万円）　　×　　0.38％　　＝　　9,766円

K 均等割額 ＝
被保険者数

＝ 800円

×
（700＋50）円

又は
700円

（18歳に達する日以後最初の３月31日ま
での被保険者は全額軽減）

（軽減前の均等割額）　　＝　　２人（夫婦）×（700円＋50円）　+　２人（子ども２人）×700円　　＝　　2,900円

（軽減する均等割額）　　＝　　２人　（子ども２人）　　×　　700円　　＝　　1,400円

（軽減後の均等割額）　　＝　　2,900円 （軽減前額）  -  1,400円 （軽減額） ＝　1,500円

年間保険税額　＝　①　＋　②　＋　③　＋　④　＝　574,100円

○計算方法については、市役所税務課までお気軽にお問い合わせください。

医療分合計 ＝ 9,766円　＋　1,500円　+　800円 ≒ 12,000円 ④
（J＋K＋L） （100円未満切り捨て）


